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今月の 視点今月の 視点

常任理事 田 中 義 人

「どこでも MY 病院」構想について

はじめに
平成 23年 3月末で、レセプトオンライン化はほ

ぼ達成された。これにより、医療分野における政

府の情報通信技術（IT）戦略は、電子カルテの普及

やレセプト請求のオンライン化などのインフラ整

備がほぼ整ったこととなり、今後は、医療情報の

利活用重視へと、目標を転換しようとしている。

平成22年5月、政府の高度情報通信ネットワー

ク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）は ｢ 新たな

情報通信技術戦略 ｣の工程表を明らかにし、その

中で、医療分野については、４点を実現目標とし

て掲げており、その第１点が ｢どこでもMY病院」

構想なのである。

｢ どこでもMY病院 ｣構想とは
この構想は、国民 ID 制度の導入の検討の中か

ら生まれ、IT 戦略の医療分野の取り組みとして

考えられた構想である。

IT を用いた地域の絆の再生を目指すとして、

医療分野の取り組みが示されているのは以下の４

項目である。

① ｢どこでもMY病院 ｣構想の実現

②シームレスな地域連携医療の実現

③レセプト情報等の活用による医療の効率化

④医療情報データベースの活用による医薬品等安

　全対策の推進

　

　医療分野での IT 化が、医療サービスの提供者

へ向けての仕組みがほとんどであるのに対して ｢

どこでもMY病院 ｣ は別名 ｢ 自己医療・健康情

報活用サービス ｣と呼ばれるように利用者向けの

サービスである。

つまり、Personal  Health  Record(PHR) の一つ

であり、全国どこでも過去の診療情報に基づいた

医療を受けられる環境を作り、個人が健康管理を

自分で行い、自らの医療・健康情報を電子的に管

理・活用するため全国レベルの情報提供サービス

を構築することにある。

具体的には、2013 年までには、その一部サー

ビスを開始するため、2010 年度中に、診療明細

書及び調剤情報の電子化方策や、｢どこでもMY

病院 ｣構想を実現する上での運営主体、診療情報・

健康情報等の帰属・取り扱い等について結論を得

ることとなっている。

その工程表からは、第１期サービスは 2013 年

までにその一部サービス（診療明細書や調剤情報

管理）を、第 2期サービスは 2014 年度までに

健診情報や退院時サマリ、検査データ（尿、血液

検査、CT画像等）の提供を開始するとしている。

これまで個人の診療情報は、基本的に各医療

機関が管理し、個別の医療機関内に閉じられてい

たが、この構想を実現させることにより、国民個々

が、自分の情報を自ら管理し、診療を受けた医療

機関に自分で情報を提示して、適切な医療を受け

られる仕組みを目指すものである。即ち、国民は

日本国内では少なくともどこにいても同じ質の医

療を受けられるシステムを構築するものである。

｢ どこでもMY病院 ｣構想の利点と問題点
　利用者にとってこの構想の利点としては、

①日常生活上、個人が自分の健診情報や健康情報

　を自分の健康管理に使えること

②かかりつけ医以外の医療機関受診時にも、病歴

　や治療歴を患者自身が告げなくとも、簡単に明
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山口大学医学部　講座紹介コーナー
　展開系講座　「救急医学」

「救急医学講座」と「先進救急医療センター」の
沿革
　日本の救急医学開講の歴史は、昭和 52年川崎

医科大学に始まり、昭和 58年日本医科大学、昭

和 61年大阪大学と続きます。山口大学の救急医

学講座は平成 6年に国立大学では全国で 6番目

に開設されました。初代教授は前川剛志（現　山

口県立総合医療センター院長）、助教授に定光大

海（現　国立大阪医療センター救命救急センター

長）、助手に鶴田良介、井上健（現　山口県立総

合医療センター救命救急センター長）の小さな所

帯でした。平成 12年に国立大学で初めて救命救

急センターが開設されると、講師に笠岡俊志、助

手に藤田雄司先生（第一外科から出向、現　徳

山中央病院外科）を迎え、現在の先進救急医療セ

ンター（高度救命救急センター）の原型ができま

した。ちなみに先進救急医療センターという名称

は、当時の文部省からいただいたもので、英語名

を Advanced Medical Emergency & Critical Care 

Center 、略して AMEC3（エーメック・スリー）

と呼んでいます。高度救命救急センターの認可は

県からいただいたもので、「救命救急センターに

収容される患者のうち、特に広範囲熱傷、指肢切

断、急性中毒などの特殊疾患を受け入れるもの」

とされ、現在全国に 25施設あります。私たちは、

卒前教育と基礎研究の場を救急医学講座（医学

部）、臨床研究、診療、卒後教育の場を先進救急

医療センター（附属病院）と呼び分けることがあ

りますが、あまり意識して区別していません。な

お、今年 2月より鶴田良介が 2代目教授として

写真 1、真締川沿いヘリポートから飛び立つドクターヘリ
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原稿の種類

字 数

提出・締切

原稿送付先

備 考

①随筆、紀行、俳句、詩、漢詩など

②写真（カラー印刷）

　　※写真等ありましたら１～２枚添付してくださるようお願いします。

③絵（カラー印刷）

④書（条幅、色紙、短冊など）

1ページ1,500字 (1～ 2ページ )を目安に、特に長文にならないようお願いします。

可能であれば、できるかぎり作成方法①②でご協力願います。
作成方法により、締切日が異なりますのでご注意ください。

〒 753-0814　山口市吉敷下東 3丁目 1番 1号 山口県総合保健会館 5階

   山口県医師会事務局　広報情報部

   E-mail：info@yamaguchi.med.or.jp

①未発表の原稿に限ります。

②投稿された方には緑陰随筆３部程度を謹呈します。

③写真や画像、地図等の使用については、著作権や版権にご注意ください。

④医師会報は県医ホームページにも PDF 版として掲載いたします。

山口県医師会報平成 23年度夏季特集号「緑陰随筆」の原稿を募集します。
下記により、ふるってご投稿くださいますようお願い申し上げます。

作成方法 提出方法 締切

①パソコンで
作成の場合

電子メール　又は　フロッピー /CD-R の郵送

7 月 5日
②ワープロ専用機で

作成の場合
フロッピーの郵送

③手書き原稿で
作成の場合

郵送 6 月 30 日

原稿募集

夏季特集号「緑陰随筆」
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　保田議長、定刻、開会に先立ち、東日本大震災

の被災者への黙祷を全員でささげる。

代議員会の開会を告げ、出席代議員の確認を

求める。

　事務局、確認の上、議員定数 64名、出席議員

59 名で定款第 35 条に規定する定足数を充足し

ていることを報告。

　議長、会議の成立を告げ、会長の挨拶を求める。

会長挨拶
木下会長　本日は第 166 回
山口県医師会定例代議員会を

開催しましたところ、代議員

の先生方にはお忙しい中をご

参席いただきまして、誠にあ

りがとうございます。山口県

医師会の会務運営や事業活動

につきまして、平素よりご理

解とご協力を賜り、感謝申し上げます。また、県

からは二井県知事の代理として渡邊修二健康福祉

部長にご臨席いただき、厚くお礼を申し上げます。

　さて、わが国の経済は不況から脱しきれなかっ

たところを、3月 11日の東日本大震災により大き

な打撃を受け、さらに景気が落ち込むことは間違

いなく、回復には長い時間がかかりそうな気がい

たします。 何よりも原子力発電所被災による放射

能被害が気になるところで、まだまだ予断を許さ

ぬ状況ですが、私たち日本人はこれらの難題を解

決して、必ず復興させると信じております。

　山口県では大震災の直接的な被害もなく、平

成 23 年度は二井県政の最終仕上げの年度とし

て、一般会計では 11年振りの対前年度プラス予

算（5％増）が計上されるところとなりました。「住

みよさ日本一の元気県」を目指して、健康福祉

部の予算は 11年連続対前年度プラス予算でした

が、今年度は特に医療と直接関係のある衛生費が

17.3％増と突出して伸びています。この中でも

医師確保対策推進事業については 32％増となっ

ており、医師確保に対する県の取り組みの姿勢が

うかがわれるところであります。県医師会として

もこれに応えて、医師確保対策についてさらに強

力に取り組んでまいりたいと考えております。

　平成 20年 4月に会長に就任して、今年度は 2

期 4年目となります。会内活動として「組織強

化」を、また、会外活動として「実効」をスロー

ガンに掲げて医師会活動を展開してきました。「組

山口県医師会
第 166 回定例代議員会

と　き　　
　平成 23 年 4月 28 日（木）

　15：00 ～ 17：43　
ところ
　山口県医師会館
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としても、立派な大会にしたい所

存ですので、関係各位のご協力を

お願いいたします。

　その他、些細なことかもしれ

ませんが、本年 1月、山口県医

師会長と山口県病院協会長の連

名で、二井県知事に「外科医の

確保・養成にかかわる緊急要望

書」を提出したところ、平成 23

年度県予算の中で、山口大学医

学部 5年・6 年生それぞれ 5名

を対象に「緊急対策枠 ( 外科枠 )」として月額 15

万円の修学資金貸付が計上されたことについて

も、ご報告しておきます。

　本日は、3名の代議員から貴重な予告質問をい

ただいております。また、県医師会から代議員の

先生方にお諮りしたい提案議題が 1件ございま

す。上程されております議案につきましても、慎

重審議のうえ、ご承認くださいますようお願い申

し上げまして、ご挨拶といたします。

来賓挨拶
山口県知事 (渡邊健康福祉部長代読 )　 第 166 回
山口県医師会定例代議員会の開催にあたり、ご挨

拶を申し上げます。皆様方に

は医療行政をはじめ、県政全

般にわたり、格別のご理解と

ご協力を賜り、厚くお礼申し

上げます。

東日本大震災について、県

としては発生直後から警察、

消防、医療関係などの専門チー

ムや、被災地のマンパワー不足に対応した職員の

派遣など、できる限りの支援を行ってまいりまし

た。また被災者の方々を積極的に受け入れるため、

住宅･教育などさまざまな面で支援措置を講じて

おります。県医師会の皆様方にはこれまで幾度に

わたり、災害医療チームの派遣をいただき、また

義援金の募集など、医師会をあげての取り組みに

改めて敬意を表します。被災地の復興に向け、引

き続きご協力をお願いいたします。

さて、県におきましては今年度予算を ｢住み

良さ日本一の元気県づくり加速化プラン ｣の総仕

上げ予算と位置づけまして、医師不足等の対策や

救急医療体制の整備、がん対策など、暮らしの安

心が実感できる医療体制の充実を図ってまいろう

と思います。具体的には、救急医療への外科需要

の拡大と、外科医の急速な減少に対応すべく、医

師就学資金において、医学部 5、6年生を対象と

した外科枠を創設し、医師確保の取り組みを強化

してまいります。救急医療体制の充実に向けまし

ては、三次救急医療を担う県内 5か所の救命救

急センターにおける医療機器の整備や、萩･長門

地域における休日夜間診療センターの整備等に対

する支援を行います。また、がんの予防・早期発

見に向けて、9月のがん征圧月間におけるがん検

診受診率の向上をめざした県民運動の支援に新た

に取り組むこととしております。本日お集まりの

皆様と十分に連携を取り、これらの施策を着実に

推進したいと考えておりますので、ご理解とご協

力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「おいでませ ! 山口国体・山口大会」の開催まで

5か月あまりとなりました。山口のおもてなしの心

を伝える取り組みを県民総参加で行うことで、両

大会が夢と感動にあふれるものにしたいとおもい

ます。山口県医師会におかれましては、オフィシャ

ルサポーターになっていただき、救護所の設置や

搬送患者の受け入れなどご協力をいただくことに

なっております。大会の成功に向け、今後とも皆

様方の力強いご支援とご協力をお願いいたします。

　おわりに、山口県医師会の今後ますますのご発

展と、皆様方のご健勝ご活躍を心から祈念いたし

まして、ご挨拶といたします。
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会議録署名議員の指名
議長より会議録署名議員に次の 2名を指名。

嶋元　　徹　( 大島郡 )

坂本　　正　( 山口市 )

議案審議
　議長、報告・承認事項を一括上程。

報告第 1号　日本医師会代議員会の状況報告に
ついて
杉山専務理事　4月 24日に開催された第 124 回
日医代議員会の報告をする。元来この会は 3月

末に行われるが、東日本大

震災のため延期され、この

日になった。原中日医会長

の挨拶では、この大震災に

おいて岩手県と宮城県で 11

人の会員が亡くなり、4 名

が行方不明となっているこ

とがまず報告され、被災地に一刻も早く医療を取

り戻さなくてはならないと強い決意を示された。

　ついで、医療政策面では昨年 11月に ｢国民の安

心を約束する医療制度 ｣を発表し、保険料の格差

を解消すべく、保険料を一本化しようとする医療

保険制度の日医案を出したこと、また地域医療再

生計画の執行に当たっては、県は県医師会と相談

することになったという項目を入れたこと、さら

に介護療養病床については、他に移れる患者はほ

とんどいないというデータを政府に届け、その結

果、廃止は 6年延長となったという成果を述べた。

　JMAT については、形式ができてどう運営するか

考えていた矢先に今回の大震災が起こった。多くの

努力や協力を得て、上手く運営できているとのこと

であった。また、原中日医会長は現場を視察、ご自

身の故郷は原発の 20キロ圏内で、もう生まれた街

は再興されることはないと思われたようである。

　代表質問では、福島県医師会の高谷会長 ( この

方は当会や萩市医師会と親交の深い方 ) より放射

性物質による実態被害と風評的被害をのべられ、

福島県のコミュニティが段々縮小していくのでは

と不安を訴えられた。今回のことを検証し、今後

の教訓にしてほしいとのこと。当日の配付資料に

去年 10月に福島県から日赤の血液製造事業が宮

城県に撤退して集約化することに対し、福島県医

師会が発した抗議声明文が添えてあり、まさに今

回の事態を想定しているような抗議内容で、効率・

能率重視の集約化一辺倒ではいけないと深く考え

させられた。なお、原発近くの病院で、患者を置

き去りにして逃げたという報道があったが、実態

は違うので、機会をとらえて日医が名誉回復して

ほしいとの追加発言があったが、さすが「会津の

古武士風」の態度で感銘を受けた。

　当県加藤代議員が登壇、医師の善意がこれ以上

廃れぬようにという表題で、変な医療裁判事例に

は、そのつど医師会が反論声明を出すとともに、

制度として信頼のできる鑑定医を日医がプール

してはいかがか、また早く医療安全調査委員会を

作ってほしいと訴えた。善意で夜間の救急患者に

対して病棟看護師が対応したところ、厚生局から

入院費の減額扱いを受けたことものべられた。ま

た、救急車の有料化の提案もした。この件につい

ては、日医執行部は救急車の有料化は患者に多く

の負担がかかることもあるので、慎重であるべき

と回答した。

　来年の診療報酬と介護報酬の同時改定につい

て、日本医師会の方針を問う質問があった。執行

部の結論としては、平成 22年度の改定は中小病

院や診療所にとっては実質マイナスであった。次

回はそれらに対して手厚く配分すべく改定をすべ

きだが、今回は大震災の復興に全精力を傾けるべ

く、苦渋の決断として、同時改定の見送りを提案

した。同時改定見送りの理由については、現在は

実態を十分反映した時とは言いがたく、医療経済

実態調査、薬価調査・保険医療材料価格調査の中

止を申し入れることとした。なお介護報酬の改定

は見送るが、改定の年に見直される介護保険料の

決定は行ってもらうこと、不合理な診療報酬につ

いては、通知や要件の見直しなどを強く求めてい

くこととした。

　なお、これに関連して、昼休みの時間に質問者等

から東日本大震災の復興とともに、同時改定見送り

の決議が出された。議論百出で、途中で修正・考慮

時間もとられたが ､結局まとまらず ､決議は取り下

げられ ､対応は執行部に一任となった。私の印象で

は、予定通り改定すべきという人は少数で、改定延

期の執行部方針を支持、ないし、少なくとも反対は
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しないという人が多数であったと思う。

…詳細は日医ニュース参照。

承認第 1号　顧問の委嘱について
木下会長　顧問の委嘱については、定款第 19条に
規定されているが、代議員会の承認を経て会長が委

嘱することになっている。ついては三浦　修氏を加

え、15 名の先輩方を顧問に委嘱したいと思う。ご

承認のほど、よろしくお願い申し上げる。

承認第 2号　平成 22 年度山口県医師会事業報
告について
小田副会長より下記の通り報告された。

庶務
平成 22 年 12 月 1 日現在

の会員数は、第一号会員が

1,317名、第二号会員948名、

第三号会員432名で計2,697

名である。昨年より 57 名の

減となっており、第三号会

員の減が目立っている。平成

22 年度中に 33 名の会員の

方がご逝去されている。

―全員起立し、黙祷を捧げる―

組織
県民の健康と医療のニーズにこたえるべく、

会内外と密接に連携をはかりつつ、組織運営を

行った。新公益法人制度移行検討事業であるが、

検討委員会を設置し検討を重ね、当面は非営利の

一般社団法人を選択との答申をいただいたところ

である。郡市医師会との懇談会について、22 年

度は会長の交代があった 9医師会、7か所を訪問

させてもらった。　

広報
広報事業は組織の顔であり、組織の主張を展

開し、会員の討論の場ともなる重要なものである。

平成 22年度も対内外広報の発展に努めた。対内

広報としては、郡市医師会長インタビュー、臨

床研修病院紹介コーナー、山口大学講座紹介コー

ナー、フレッシュマンコーナー、女性医師リレー

エッセイコーナー等、継続掲載をした。対外事

業については、県民公開講座「県民の目からみた

医療を考える」と、「いのち、きずな、やさしさ」

をテーマとしたフォトコンテストを開催した。花

粉情報事業においては、今回で 3回目となる県

民公開講座「これでバッチリ花粉症対策 2011」

を開催した。この日は悪天候にもかかわらず、多

数の県民にご来場いただき、大盛況であった。

情報
医療情報システム委員会を開催し、医療機関

が取り扱うデータのセキュリティについて、情報

漏洩の防止だけでなく、事故が起きた時の対応等

を協議した。IT 化推進事業において、医療関係

機関、介護福祉施設や保健施設を結ぶネットワー

クは、ますます重要となってくる。そのため IT

化の促進として山口県医師会 IT フェアを開催、

電子カルテ等を用いての地域間医療情報連携、レ

セプトチェック等の講演を行った。参加者は多く、

関心の高さがうかがえた。

保険
本年度の診療報酬改定率は、医科本体プラス

1.74％で、入院 3.03％、外来 0.31％と入院・外

来別に枠が決められた。その結果、改定財源は大

病院、救急に集中したものとなった。保険指導に

ついては、「集団的個別指導」の実施を中国四国

厚生局より強く要請されているが、県会員のアン

ケート結果でも現在の全保険医療機関を対象とし

た集団指導を続けてほしいとする意見が 70.1％

もあることから、県医師会は「集個」を断固とし

て拒否を続けている。「個別指導」は各地区で 8

回行われた。保険指導医は全員医師会の保険委員

であり、また、立会についても医師会の保険担当

役員が行うことで、医療担当者側の立場が尊重さ

れた適正な指導が実施されるよう努めた。

生涯教育
平成 22年度から改正された日本医師会生涯教

育制度がスタートした。また、6月には認定証の

発効要件の変更もあったにもかかわらず、大過な

く実施できたのは皆様方の努力と協力のおかげだ
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とで、本会が受託し、運営方法等について各セン

ターと協議を行った。

医業
医療機関の事業税非課税措置等の見直し問題

について、地元選出国会議員に要望を行い、非課

税措置は存続することになった。

医政対策
21 年の政権交代、民主党政権下のねじれ国会

で、予算の成立もおぼつかない状態であるが、当

会としては山口県医師連盟と連携しながら関係国

会議員、県議会議員、県行政に対して要望活動を

行った。

質疑応答
清水　暢議員 ( 防府 )　日本医師会の代議員会で

の来年度の診療報酬・介護

報酬の改定の見送り・凍結

議論に関して、この考えは

全日本病院協会等からもあ

るようだが、診療報酬の問

題は震災などに左右される

ものではない。問題は診療

報酬の改善要求で、特に不

合理の是正に関しては、ど

のような状況下でも声をあ

げてその是正を求めていかねばならないと思う。

日医の代議員会での議論の際、来年度の診療報酬

･介護報酬の改定については議論をしないという

決議寸前まで話が及んでいるが、今後、診療報酬

の改善・不合理是正の要求を各県の医師会で行っ

ても、日本医師会にはその議論の受け皿がないと

いうことなのか。

杉山専務理事　おっしゃることはよく分かる。日
医代議員会でも堂々と主張すべきだという意見も

あったが、全体としては少数意見であったと思う。

やぶへびになることをおそれているようである。

決議の結論は出なかったが、執行部はその議論は

斟酌させていただくが、見送りの方針で対応する

つもりのようである。

清水　暢議員 ( 防府 )　これに関しては日医執行
部一任ということになっている。これから議論が

あって、どうするかが明らかになるだろうが、通

知の改正程度では是正できない不合理はかなりあ

り、特に先般の診療報酬の改定でも新たな不合理

が生じている。告示の内容まで踏み込まないと改

正できないものもあると思う。確かに戦術の問題

ではあろうが、診療報酬改善の議論を封印してそ

のままでいいのだろうか。診療報酬に関して一番

の問題は、長年の医療費抑制政策により今日の医

療崩壊が進んできたことである。よって、いかな

る状況下でも意見は出し続けていかなければなら

ないし、議論がなければ行政サイドで勝手に決め

てしまうことも起こり得る。その結果として十分

に審議時間がないということであれば、審議する

時間を担保させて、慎重な審議の上できちんとし

た是正策・改善策を出させるようにすべきである。

その上で来年の春、診療報酬改定ができないとす

るならば、それはそれでやむをえない。はじめか

ら延期・凍結の考えを出すのはいかがなものかと

思い質問した。

杉山専務理事　議論は当然すると思うが、その基
礎となる調査をしても、今は特殊な状況なので、信

頼に足るデータが得られないとの論拠を主張するよ

うである。清水議員のような意見があったことは機

会をとらえて日医へも上げていくが、いずれにしろ

難しい問題である。

採決
　保田議長、採決に入る。承認第 1号、第 2号に

ついて、ほかに質問者のないことを確認し、賛成

の議員の挙手を求め、挙手全員により承認された。

議案第 1号　平成 23 年度山口県医師会事業計
画について
吉本副会長　わが国を取り巻
く社会経済環境は、本格的な

人口減少、高齢化社会の到来、

GDP の 1.7 倍の長期債務を抱

える財政問題等、さらには米

国のサブプライムローンに端

を発した金融恐慌、世界同時

防　府
清水　暢議員
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対外広報の推進
医師会の主義・主張をより多くの人に理解し

てもらうためには、広報の果たす役割は大きく、

特に対外広報は重要である。最近は ､医療問題に

関する県民やマスコミの関心は高く、また一定

の理解が得られつつあり、対外広報の充実をより

いっそう推し進める必要があると考えている。そ

こで対外広報の推進として、引き続き、報道機関

との連携、医師会開催行事の報道、取材要請、記

者会見の開催に努力するとともに、今年度も県民

公開講座の開催に向け、現在講師等の検討を行っ

ているところである。

山口国体･山口大会への的確な対応
　今年度に開催される山口国体を支援するため、

オフィシャルサポーターとして、大会の成功に向

けて全面的に支援協力を行う（平成 23年度の協

賛金は 350 万円を予定している）。

　山口国体・山口大会に向け、昨年に引き続き、

スポーツ医部会、郡市の国体担当理事及び国体局

実務担当者による合同協議会を開催し、協力体制

の構築に取り組んでいく。また国体に合わせドク

ターズ・ミーティングを開催する。

議案第 2号　平成 23 年度山口県医師会予算に
ついて
田村理事　収入、支出の総額
は、それぞれ 6 億 1,488 万

6千円であり、対前年比1,587

万 5千円の減となっている。

　まず、収入面であるが、会

費収入・入会金収入はここ数

年の実績に基づいて計上した

結果、減額となっている。

　その他の収入においては、国庫補助金、県費補

助金等主要な収入財源について、昨年を上回る額

が確保されている。

　支出面では毎年度の事務、事業の増加をみなが

らも効率化を図りながら運営し、これにかかる予

算は十分確保されている。必要経費の見直しで支

出が抑えられ、ほぼ例年通りの規模で予算の確保

ができているものと考えている。

収入の部
　大科目Ⅰの会費及び入会金収入は 2億 7,312

万 1 千円であり、前年度に対して 250 万 5 千

円、0.9％の減となっている。予算積算に用いた

会員数は2,697人で、これを前年度と比較すると、

第一号会員 8名の減、第二号会員 6名の増、第

三号会員は 55名の減となり、会員数は前年度よ

り57名減となる。会費収入は前年度よりも1.0％

の減額となっている。また、当期収入総額に対す

る会費・入会金収入の割合は約 52.9％となって

いる。入会金収入では、前年度の納入実績を勘案

して、1,500 万円を見込んでいる。

　大科目Ⅱの補助金等収入については1億 6,654

万 5千円で前年度より 626 万円の増となる。

　補助金収入は 3,193 万 9 千円、委託費収入は

1億 3,420 万 6 千円で、前年度より 636 万 3 千

円の増額となっている。

　大科目Ⅲの雑収入は 3,532 万円で、昨年度と

同額を計上している。

　大科目Ⅳの特定預金取崩収入は 4,091 万 5 千

円となっている。職員退職による退職金引当預金

を取り崩すためと、本年 4月 1日で 70歳を迎え

られる第一号会員への会館建設拠出金返還のため

に財政調整積立預金を取り崩し、収入に計上して

いる。

　以上の結果、当期収入合計が 5億 1,590 万 1

千円で、前年度繰越金 9,898 万 5千円を加えて、

収入合計は 6億 1,488 万 6千円となっている。

支出の部
　大科目Ⅰの事業費は 3億 163 万 4 千円、対前

年比 687 万 2千円、2.3％の増となっている。

　1 の組織は 2,894 万 8 千円で、主な内訳は、

表彰関係、緊急課題に対するプロジェクトチーム、

郡市医師会との連携強化、中国四国医師会連合関

係の経費、新公益法人制度移行検討事業、社会貢

献事業では、東北地方太平洋沖地震の義援金、ま

た、今年開催される山口国体への協賛金等の経費

を計上している。

　2の広報であるが、広報全体は 2,714 万 5 千

円で、広報活動では対外広報等の経費、会報では

会報編集発行等の経費を計上、花粉情報は花粉飛

散測定の実施機関に対する諸経費及び測定講習会
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している役割も大きく、かかわりも深いことなど

から、助成額は全期間を通じて総額の 1割を限度

額とすることにする (1,026 万円 ) 。毎年の助成額

は、研究医の養成状況などを確認し、毎年度県医

師会当初予算 ( 医師確保対策 ) において対応する。

平成 23 年度の助成予定額は、1,026 万円を

14 年 ( 事業計画年数 ) で割り、約 70 万円とし、

予備費対応とする。

基礎医学を目指す者が少ないことはご承知の

とおり。法医学や病理学などの精度の向上は会員

にもメリットがあると思っているので、先述の助

成額とした。

木下会長　この制度の趣旨に賛同いただける場合
は、個人的でも良いので、寄附していただければ

と思う。

質疑応答
1. 地域産業保健センター事業について
水津信之議員 ( 防府 )　地域産業保健センター事
業は、国の事業仕訳の影響等により、従来は国 ( 山

口労働局 ) と郡市医師会との

受委託関係の契約であった。

しかし昨年4月から国と県医

師会との受委託関係の契約に

変わり、郡市医師会は県医師

会の支部としての位置づけに

なった。当時は、公益法人制

度改革に対する理解も浅く、

単なる契約関係の変化である

との認識しかなかった。現在、防府医師会は公益

法人制度改革において、非営利の一般社団法人化

に向け鋭意取り組んでいるところである。地域産

業保健センター事業は非常に公益性が高く、当初

は公益目的支出計画の中核事業の一つとして位置

づけていた。しかし契約変更により当公益目的支

出計画の予算としては計上できなくなった。事業

の実施にあたっては、運営委員会の開催、派遣医

師の割り振り、コーディネータの選定や管理、講

師謝金の支払い、パンフレットの作成、経理面を

含めてほとんど郡市医師会が負担している。たし

かに契約関係が変わったのだからと言われればそ

れまでのことではあるが、今となっては、郡市医

師会の公益目的支出計画に計上が適わないことに

違和感がある。契約関係上は、計上はやはり無理

なのか、それとも次善の方策があるのか。県医師

会のご意見をうかがう。この質問は木下会長に回

答いただきたい。

木下会長　地域産業保健センター事業の運営につ
いて、昨年の国の契約変更は、契約から支出、精

算業務を県レベルの組織に一本化しようとする

ものであり、予算措置上は、県医師会予算に一括

計上し ､二重計上とならぬように、個々の郡市医

師会の公益目的支出計画に計上ができない扱いに

なっている。これをどうにか改善しようというこ

とだが、県医師会としてできることは事あるごと

に現場の生の声を届け、善処を図っていくことで

ある。さっそく山口労働局に訴えていこうと思う。

水津信之議員 ( 防府 )　岡谷市医師会が一般社団
法人になっている。その事業計画には、産業保健

推進センター事業が認められている。今後どうな

るか、確かめていただきたい。もう一つは、県が

委託し、再委託を郡市医師会にできないか、そう

すれば計上できると思う。そのあたりを調べてい

ただき、善処をお願いする。

2. 皆保険制度を崩壊させる混合診療解禁運動等
に対する県医師会の見解について
弘田直樹議員 ( 柳井 )　医療に市場原理主義、自
由競争はなじまない、国民皆保険制度を守れなど

漫然とお題目のように唱え

ているうちに、抗がん剤等

の海外と比したドラッグラ

グなどをきっかけにした混

合診療解禁運動の高まりと

は別方向からの、平成の開

国政策 (TPP) や医療ツーリズ

ムの促進策といった正体を

隠した搦め手とも言える手

段でもって皆保険制度破壊工作が進行している。

皆保険制度は、安価な医療費で平等な医療と国

民の長寿をもたらした世界に冠たる医療制度とい

う表の評価だけでなく、われわれ医師の生活基盤

であるという事実に改めて危機感を抱くべきであ

柳　井
弘田直樹議員

防　府
水津信之議員
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る。混合診療解禁運動に対して、医療ツーリズム

に対して、また、TPP に対しての県医の見解、方

針をうかがう。

　なぜ混合診療が国民皆保険制度を壊すのか。保

険がきかないところを自費でまかなえば良いでは

ないかという医師もいる。ご存知だろうが、確認

のために質問する。

また医療ツーリズムについて、これはひとえ

に中国、韓国、東南アジアを買い手として医療を

売るというものである。医療を売り物にすると、

医師が売り物になるが、それでよいか。開業医は

大企業の資本 (商売のプロ )に勝てるわけがない。

だから国民皆保険制度を守らなければならない。

さらに TPP について、なぜ国民皆保険制度を

つぶすのか。アメリカがアジアの市場に手を突っ

込んできている。アメリカは日本に対して病院開

設の規制緩和であるとか医薬品であるとか、医療

機器の規制緩和を要求してきて、この TPP を定

義にして、一緒にして押し付けようとしている。

菅総理大臣は TPP を進めようとしているようで

あるが、それでは困る。われわれは国民とその安

全のため、さらにはわれわれの生活のために、そ

ういう意識をもって守らねばならない。

木下会長　全くそのとおりである。混合診療解禁
については日本医師会も県医師会も断固反対であ

る。混合診療がなぜ国民皆保険制度を崩壊するの

かということについて、平成 16年の小泉政権時

代、米国の年次改革報告書で、株式会社の参入、

混合診療解禁、保険者の直接チェックなどが盛り

込まれ、小泉首相は年度内に混合診療解禁を行う

と所信表明をした。その後、日本医師会は国民医

療推進協議会を立ち上げ、署名運動をし、国会議

員の推薦を 320 名集め、12月初めの衆参両議院

本会議で全会一致で採決して、首相の所信表明を

つぶしたことは異例中の異例であった。なぜ混合

診療解禁が国民皆保険制度の崩壊につながるのか

というと、日本の国民皆保険制度は公的保険制度

であり、混合診療を取り入れると、公的部分の国

庫補助が減って、ついには国がお金を出さなくな

る。そうすると、国民皆保険制度は崩れてしまう。

　医療ツーリズムと TPP については、昨年、新

会長になられたところの郡市医師会を回ったとき

に説明した。米国が年次改革報告書を通じて、新

自由主義、市場原理主義を日本に押し付けてきた

が、要するにお金さえあれば良いというもので、

それをはじめると、腕のある医師は儲かるところ

に流れてしまう。その結果、地域医療やへき地医

療がつぶれてしまう。医療は新自由主義や市場原

理主義は全くそぐわない。社会的共通資本の考え

では、強い者勝ちの原理があってはならない。菅

内閣が誕生してすぐに新成長戦略が閣議決定さ

れ、医療は成長牽引産業として発展させ、外貨を

稼ぐという決定がされた。詳細は3月13日の「日

本の医療を守るための山口県民集会」の報告を医

師会報 4月号に掲載しているので、参考にされ

たい。県民を巻き込んだ反対運動が大切である。

弘田直樹議員 ( 柳井 )　医療ツーリズムについて、
徳島県が実際にしているが、それに対して日医は

するなとはいえないのか。それが蟻の一穴になら

ないか。

木下会長　実際には、医療ツーリズムはかなり以
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前から規模は小さいが定着している。非常に微々

たるものである。内閣が国をあげて本気でやると

どうなるかは分からない。国民皆保険制度の崩壊

につながりかねない。だからこそ、国民を巻き込

んだ運動が必要である。

3. 医療関係団体新年互礼会について
木下　毅議員 ( 下関市 )　平成 23 年 1 月 8 日、
医療関係団体新年互礼会が開催された。この団体

は国民皆保険制度を守るため

にできた会と認識している。

その活動として 3月 13 日に

は「日本の医療を守るための

山口県民集会」が開かれてい

る。しかし、1月 8日の会は

極めて政治色の強い会であっ

た。そこで主催者代表で山

口県医師会長が挨拶をされた

が、これは社団法人が政治活動を禁止しているこ

とに違反しているのではないか。今後の適切な運

営を期待する。

木下会長　結論からいうと、医政活動とみるか、
政治活動と捉えるかは見解の相違である。医療関

係団体による「県民の健康と医療を考える会」は

平成 15年 2月に発足し、6月に設立総会を行っ

た。この会ができた大きなきっかけは、サラリー

マンの窓口負担が 3割になることに反対するた

めのものであった。その後、平成 18年 1月に医

療関係団体新年互礼会を結成した。これはどうい

うことでできたかというと、医師会活動、とくに

医療・保健活動をしていくには、医療政策や医療

制度、医療行政など政治がらみのことが必要にな

る。現場の声を政策に活かすためには、医療政策

活動、つまり医政活動が不可欠。「政治なくして

医政なし、医政なくして医療なし」という言葉が

ある。医師会活動において、医療現場にいるもの

にとって、いい制度にするためには、どうしても

行政や政治家に物申さなければならない。それが

医政活動である。医政活動を成就していくために

は、選挙活動もやむをえない。それで政治活動は

選挙活動と執行部は認識している。選挙活動は社

団法人ではできないので、山口県医師連盟という

政治団体で取り組んでいる。平成 18年に互礼会

が始まったときは小泉政権から安部政権に移ると

きであった。山口県では自民党一色のときに、こ

の新年互礼会はできた。新年互礼会の企画は、当

会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院協会

の 5団体の代表によって取り決めて実行してい

る。平成 18年の互礼会企画では、自民党以外の

国会議員や県議会議員に案内していない。今年で

6回目になるが、昨年の企画では「政権交代もあっ

たので、政権与党も入れるべき」という声が県医

師会理事会の中でもあった。しかし、そのときに

いろいろな議論もあり、企画委員会では、従来ど

おりにしようと決定した。今年は従来どおりの自

民党を中心とした政治家を呼ぶということで、異

論はなかった。22年度は約 400 名の出席で、自

民党の国会議員にはほとんど出席いただいた。こ

の医療関係団体新年互礼会のときの私の挨拶が、

政治活動 (選挙活動 )であるか否かご指摘である。

その時の挨拶メモを読み返してみたが、「山口県

の医療関係団体はよほどのことがない限りぶれな

いこと、変わらないことだ」と挨拶した。それが

選挙活動・政治活動なのか。医政活動のきわどい

ところかもしれないが、政治活動にはならないと

思うがいかがか。私が医師会長に就任してすぐに

衆議院議員の岩国二区の補欠選挙があったが、そ

のとき執行部に「医師会活動と医政活動、選挙活

動を分けて、共通の認識にしよう」と合意を得て、

いろいろな活動に取り組んできた。政治活動とし

て違反することはないと思うし、見解の相違であ

ると思う。

木下　毅議員 ( 下関市 )　見解の相違で済むかど
うかは分からないが、医師会活動として政治活動

が必要なことは十分理解している。社団法人に政

治活動の一部が制限されていることは現実として

あるので、そのあたりがどうかというだけの問題

である。非営利の一般社団法人であれば、制限は

ないので問題はないが、現状ではある程度問題が

あるのではという認識をしている。選挙活動か否

かという認識の違いだが、出席されたみなはどう

お考えかわからないが、明らかに自民党の特定の

代議士を応援するという挨拶があったので、その

部分が若干引っかかる。

下関市
木下　毅議員
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　それともう一つ、ある団体が行ってきたことを

正当化すること、それに反対する者を排除するこ

とは国の審議会でもよくしているが、今回の東京

電力の津波対策でも、自分たちのしたことを最初、

正当化している理論をしており、今は反対してい

るようである。やはり、大きな団体を運営してい

くためには、自分たちの行ってきたことを正当化

するだけでなく、一部の意見を聞いて、今後の適

切な運営がされることを期待する。

硲　彰一議員 ( 山口大学 )　さきほどの弘田議員
の質問と県医師会の回答に関

し、医療ツーリズムと TPP

については異論はないが、混

合診療解禁の反対について、

大学として意見をいう。いろ

いろな研究をし、保険では認

められていない新しい薬を

作って患者に研究させていた

だいているという立場からだ

が、これに混合診療は全く認

めないということになると、それでなくても持ち

出しで行っている研究は、混合診療に当たるので、

この患者の来院費や検査費、治療費など全部大学

が負担して ( 例えば、年間 1,000 万円近く一人の

患者に大学が負担 ) 、新たな新しい薬の上乗せ効

果をみていなければならない。要はそういう事態

になると、大学での研究活動、新たな日本発の薬

を作ることが全くできなくなる。内閣官房の医療

イノベーションに注入された中村祐輔教授を中心

に、混合診療は大学の研究開発機関には認めてい

こうという動きが出ている。山口大学発の新しい

薬を開発するというスタンスのために利用させて

いただく混合診療については、ぜひともご理解い

ただき、頭から反対しないという配慮もいただき

たいと思う。

木下会長　今のご提案だが、実際には混合診療は
一部行われている。混合診療全面禁止といいなが

ら、特定療養費やある治験では一定の基準などを

クリアして要件を満たしておれば、一般の治療は

保険でしながら、新しい治療を保険外で行うこと

はできる。

硲　彰一議員 ( 山口大学 )　今のは高度先進医療
についてと思う。高度医療・先進医療に申請する

書類や実績を作ろうとすると、それ以前に、実績

ゼロの混合診療をせざるを得なくなる。それが一

番問題である。高度医療・先進医療でまだ認めら

れていないところも認めてもらいたいので、ぜひ

ご理解いただきたい。

採決
　保田議長、採決に入る。議案第 1号、第 2号、

第 3号、第 4号、第 5号、第 6号、第 7号について、

賛成の議員の挙手を求め、挙手全員により可決さ

れた。

閉会挨拶
木下会長　時間が少し超過しましたが、実り多い
代議員会であったと思います。想定内の内容でま

ことにうれしく、ありがたく、心からお礼申し上

げ、閉会の言葉とさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。

山口大学
硲　彰一議員
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人は総じて鈍感になってきており、

これを自覚し、基本的信頼関係を築

いていくことが必要である。

しつけは「社会的存在」「文化的

存在」へと育むものであり、社会で

生きられるよう繰り返し伝えなくて

はならない。

子どもの発達には個人差があり、

同じ「言葉が出ない」のも遅いだ

けの場合も障害による場合もあり得

る。気になるときは、小児科が敷居が高いようで

あれば保健センターに相談されるとよい。

子どもに対しては世話以外に一緒に遊ぶことが

重要である。遊びの中に対人関係の基礎があるし、

おもちゃという道具が介在することで三者関係が

でき、また遊びを通して五感を育てることができ

る。絵本は知識を与えると言うより、膝の上で声

を聞きながらという体験が子どもの感性を育てる

ので、焦らず年齢にあったものを選ぶとよい。

現代の子育ての辛さは、以前は家族、地域、社

会での子育てがあったものが、母親ひとりっきり

の子育てであることも多いこと、情報が散乱して

何を頼りにしていいのか途方にくれること、それ

に比し体験が圧倒的に不足しているため、感性･

社会性が育たないことによる。

最後に事前の質問に対して「こどもが反抗し

てきたら」｢上の子への対処法 ｣「気になるサイン」

｢子どもがきれたときの対処法 ｣について参考程

度ではあるが回答する。

しめくくりになるが、今の時代、この社会では感

性が育ちにくくなっている。育つ段階でいろいろな

人がかかわるというのは、今の子どもにとってある

意味大変贅沢なことであるので、サポーターが支え

てくださることは子どもの将来にとってとてもプラ

スになると考える。どうぞ感じられるままに接して、

いろんな立場からの意見を情報交換してほしい。ま

た、女性医師には、価値観は違って当たり前なので、

預けたからには預けた人の価値観を大事にし、おお

らかな気持ちで預けてほしいと思う。

地区別昼食懇談会で
　講演後、下関、山陽小野田、宇部、防府･山口、

周南の地区ごとに別れ、各グループに保育サポー

ターバンク運営委員会のメンバーも加わって昼食

懇談会を行った。自己紹介などを通じて、皆さん

ボランティア精神に富んだ信頼できる方のように

感じられた。ファミリーサポートセンターを通じ

て仕事をされている方もおられたが、医師会の保

育サポーターに登録したものの仕事がないので、

登録を取り消そうかと思っていた、とおっしゃ

る方もおられた。利用者である女性医師とサポー

ターの交流会を開いては、という意見もあった。

研修会を終えて
　保育サポーターの登録者は 102 名と増えたも

のの、これまでのサポーター利用が 13件と仕事

が少ない。「役に立ちたい」との意欲をもって登

録してくださっているサポーターに対して、サ

ポーターバンク運営委員会の一同は申し訳ないよ

うな気持ちになった。一層の広報努力とせっかく

のサポーター登録を無にしないような対策 ( 例え

ば、保育施設を立ち上げようとしている病院での

活用を考えるなど ) が必要と思われた。

　桒原先生のお話しは、大変わかりやすく参考に

なったというサポーターからの感想が多く、バン

ク運営委員からは現在及び将来子育て予定の若い

女性医師にも聞いてほしいという意見があった。

「子育てに成功も失敗もない ｣という言葉は子をも

つすべての人にとって励まされる言葉だと感じた。

　最後になるが、この事業が大変評価を得ている

のは、信頼できるサポーターの皆さんと誠意をもっ

て親身にコーディネートしてくださる保育相談員

のご尽力に負うところが大きいと改めて感じた。

感謝して、皆さんの能力と意欲が発揮できるよう、

私たちも考えていかなければならないと思う。
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ただきました。

　午前・午後ともにとてもタイトでハードな内

容でしたけれども、参加された先生方の関心は非

常に高く、ご質問も多い中シミュレーションやエ

コー実習を時間の都合でやむを得ず終了せざるを

得ない状況でした。

　今回はこの体験学習を通しまして、先生方に日

常診療に役立つ脳卒中診断を習得していただけた

と思っております。さらに先生方とともに山口県

の脳卒中の診断・治療を発展させていくことがで

きれば幸いだと思っております。最後になりまし

たが、この度教育講座を担当する機会を与えてい

ただきました山口県医師会やスタッフとしてご協

力いただきました他病院の医療関係者に心より感

謝申し上げます。今後ともご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願い申し上げます。

受講印象記
岩国市医師会　山口昌之

山口大学医師会・医学部主催の医師教育講座

「日常診療に役立つ脳卒中の診断」を受講しました。

ISLS（Immediate Stroke Life Support） コ ー

スガイドブックを事前に読んでおくよう受講者

に郵送されていました。Immediate Stroke Life 

Support とは「脳卒中の可能性のある患者への初

期診療を中心とした診療法」のことで、日本救急

医学会、日本神経救急医学会の認定学習コースに

則った教育講座でした。ガイドブックは121ペー

ジの冊子で、日常診療に必要な知識がコンパクト

に記載されていました。患者や家族の呂律が回ら

ないという訴えは他の神経所見がなくても入院精

査を要することが多い、左半側空間無視の所見は

必ず有無を確認することなど、親切な日常診療メ

モが印象的な冊子でした。

受講者20名が3グループに分かれてISLSコー

スガイドブックの 3つのコース、①意識障害の

評価、②脳卒中スケール、③呼吸・循環管理につ

いて講義とシミュレーション学習を受けました。

私たちのグループは最初に③呼吸・循環管理

のコースから学習が始まりました。

救急病棟の看護師さん 5名が低血糖、脳挫傷

後のけいれん、心房細動患者におこった脳塞栓、

脳出血などの患者になり、受講者が救急担当医に

なって、救急受診した時の対応をシミュレーショ

ンで学びました。意識障害患者の ABC(Air way 

Breathig Circuration) を 10 分以内に評価するこ

とは意外に緊張し記憶にきざまれました。

これまではあまり重視されなかった救急現場

での感染防御が最初に強調されたことが印象的で

した。マスクやガウンを着用すること、痛覚検査

には針やルレットの変わりに、最近は爪楊枝を用

いていることを知りました。

次の意識障害の評価は JCS（Japan coma scale）、

GCS(Glasgow coma scale) 、ECS(Emergency coma 

scale) の 3 方法について講義を受けました。救急

現場では簡便な JCS が多用されるとのことでし

ISLS 頸動脈エコーハンズオン
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た。ここでも救急外来の看護師さんが 7

例の脳卒中患者さんのモデルになり、参

加者が救急担当医になりMan to man で

それぞれに GCS は E1 V2 M4 で JCS な

ら 200 、ECS なら 100Wなどと GCS と

JCS 、ECS の評点をつけました。

Coma scale は単に講義を受けただけ

では難解だという印象だけが残りそう

でしたが、スタッフの皆さんが患者に

なって多くのバリエーションを演じて

くださったおかげで、その全体像がよく

理解できたと思いました。

最後の脳卒中評価スケールは CPSS と INHSS

の 2つについて講義を受けました。

CPSS（シンシナティ病院前脳卒中スケール）

は顔面の下垂、上肢の動揺、言語の異常（失語又

は構語障害）の 3項目中いずれかがあれば 75％

に脳卒中があるとされ、アルテプラーゼ静注療法

を発症 3時間以内におこなうための迅速評価法

で、外来診療で簡単に利用できると思いました。

NIHSS（NIH Stroke Scale）は脳卒中の重症度評

価も兼ねたやや複雑な評価法で 1枚の判定表に

したがって詳しく調べます。実習では模擬患者

を手順にしたがってチェックしスコアをつけまし

た。その際救急外来の看護師さんに丁寧に方法を

指導していただき、たいへん充実した実習となり

ました。また参加者が交互に片麻痺患者と医師の

役割をしてロールプレイを行ったのも新鮮な経験

でした。

その後脳出血、クモ膜下出血、脳梗塞、心原

性脳塞栓、一過性脳虚血の症例提示をしていただ

きました。CT診断では異常を指摘できずMRI フ

レア画像でわかるクモ膜下出血があることを知り

ました。一過性脳虚血の再発予測する ABCD2 ス

コアの有用性が印象に残りました。

午後からは頸動脈エコー検査の実技講習を受

けました。右総頸動脈は腕頭動脈から走行を追っ

て内膜中膜複合体厚を評価すること、内頸動脈と

外頸動脈の見分け方、内膜中膜複合体厚の測定法、

椎骨動脈の見分け方と血流速度測定の実際などを

個別に丁寧に詳しく指導していただきました。

午後 3時半に修了証をいただいてたいへん充

実した 1日を終えました。

充実した資料をいただき、ハードケース入り

の一覧表も日常診療に役立つことと思います。

日曜日にもかかわらず熱心

に指導していただいた山口大

学脳神経外科鈴木倫保教授、

米田浩助教、教室員の先生方、

救急外来の看護師さん、関連

医療機関の先生とスタッフの

皆様、たいへんありがとうご

ざいました。心よりお礼を申

し上げます。
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春季の山口県医師テニス大会がキリンビバ

レッジ周南庭球場で開催されました。当日は前夜

の雨が嘘のような晴天となったのはよかったので

すが、“ちょっと暑すぎっ！”ってくらいの天気

となり、試合の方も“熱つっ！”な試合が各コー

トで繰り広げられました。

参加者は男性 26名、女性 8名で、男性は 2部

に分かれ、それぞれ総当たりのリーグ戦を行いま

した。

結果は右のとおりで、男子Ⅰ部優勝の梅原・板

東ペアは、大分大学の師弟コンビ。お二人とも背

の高い先生ですが、体も壮大、テニスも壮大、ス

ペクタクルで、他を寄せ付けずブッチギリの優勝

でした。男子Ⅱ部優勝は多田・三井ペア。多田先

生は「テニス病（テニス狂？）」に罹患し、はや

４年にもかかわらず未だ急性期状態が続く稀な症

例で、毎日のテニス、週末のハシゴテニスも当た

り前で、練習量と意気込みだけ（？）はブッチギ

リ。初優勝に喜びはしゃぐ多田先生の横で「俺の

おかげだ」と呟く三井先生が印象的でした。女子

優勝は柏木・黒川ペア。黒川陽子先生は三度の飯、

家事より（陽子先生すいません）手術が大好きな

スーパー整形レディ。懇親会は欠席されましたが、

代わりに賞品を受け取られたご主人

である黒川　徹先生の「ボクの内助

の功です」には皆涙がポロリ（笑）。

懇親会は遠石会館で行われ大盛

況のうちに終わりました。次回は

12 月 18 日（日）宇部での開催が

予定されております。

山口県医師テニス大会は毎年

春・秋と 2回開催されております。

参加資格は医師、医師家族です。

テニスの上手下手は関係ありませ

ん。ご興味のある方は是非ご連絡下さい！

徳山支部世話人　小野　薫（おのクリニック）

E-mail：ono-cl@wave.plala.or.jp

平成 23年春季山口県医師テニス大会
と　き　平成 23年 5月 8日（日）

ところ　キリンビバレッジ周南庭球場

[ 報告 : 徳山医師会　小野　薫 ]

＜男子グループⅠ＞
優勝　　梅原　豊治・板東登志雄
準優勝　古谷　　彰・湧田　幸雄
３位　　小野　　薫・森田　理生
４位　　赤川　悦夫・宇野　慎一
５位　　今手　祐二・住浦　誠治
６位　　臣永　秀二・古谷　晴茂

＜男子グループⅡ＞
優勝　　多田　良和・三井　健史
準優勝　柏木　史郎・白石　　元
３位　　黒川　健輔・本永　逸哉
４位　　尾中　良久・野村　真一
５位　　神田　　亨・黒川　　徹
６位　　鈴木　　俊・水町　宗治
７位　　赤尾　伸二・藤山　哲男

＜女子グループ＞
優勝　　柏木　恵子・黒川　陽子
準優勝　赤尾真由美・横山　芳枝
３位　　梅原美枝子・多田　久子
４位　　白石　裕美・湧田加代子
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　4月 28 日に第 166 回山口県医師会定例代議員
会が開催されました。執行部より報告事項が1項、
承認事項が 2項、議決事項が 7項提出されまして、
慎重審議の結果、承認及び議決されました。この
中で、議決事項の議案第 4号（山口県医師会会費
賦課徴収規定の一部改正について）で以下のごと
くの改正が議決承認されました。第二号ハ会員の
うち、医師免許取得後 10 年未満の会員について
は、会費を現行の33,000円から20,000円に減額、
また、第三号会員のうち研修医を除く医師免許取
得後 10 年未満の会員については、会費を現行の
27,000 円から 20,000 円に減額するものであり
ます。本改正案は平成 23年 4月 1日からの施行
となります。本会は、ここ 2～ 3年、勤務医の医
師会加入促進を最重点課題として取り組んでまい
りました。このたびの改正もその一つであります。
また、今回は、山口県医師会よりの提出議案があ
りました。山口大学医学部研究医養成に係る奨学
金への対応（案）であります。国の施策で、新た
な枠組みとして「研究医養成のための入学定員増」
を認めることとしています。その内容は、優れた
教育研究資源を活かし、学部・大学院教育で一貫
した特別コース及び奨学金を設ける等を条件に、
複数大学の連携により、社会的要請の強い研究医
養成の拠点を形成しようとする大学に、入学定員
の増を認めるとするものであります。山口大学医
学部は、この制度を導入し、法医学、病理学の強
化を行い、基礎医学の充実を図ろうとするもので
あります。すでに 22 年度に 1名増が認められて
いまして、23 年度以降も 2名増を予定し、平成
31年度までにトータルで 19名の増を見込んでい
るところであります。山口大学医学部は、奨学金
の財源として県医師会をはじめ関係団体に助成の
要望を行っているところであります。県医師会と
しては、本奨学金制度は基本的に山口大学医学部
で措置されるものと思っておりますが、基礎医学
の充実は喫緊の課題であり、私どももその必要性
は十分に感じ、理解もしているつもりであります。
その助成額は、とても要望額（4,400 万円）には
添えないが、全期間を通じて総額の 1割を超え
ない額を助成してはどうかということで、23 年
度については 70 万円を考えているという提出案
であります。協議の結果、代議員の皆様のご理解
が得られまして、助成することに了解が得られま
した。5月 17 日の民主党の内閣・厚生労働・文
部科学合同会議では、警察庁の研究会が 4月にま

とめた死因究明制度に関する提言について、同庁
からヒヤリングを行っています。提言では、犯罪
死かどうか不明な異状死の遺体に関して、遺族の
承諾なしに解剖を可能にするため、現在の司法解
剖や行政解剖とは別に法医解剖制度（仮称）を創
設することが盛り込められていて、この制度に対
応すべく法医学研究所を都道府県ごとに設置する
となっています。また、異状死の解剖率を現在の
11％から 20％、将来は 50％にし、解剖医も現在
の 170 人から 340 人、将来的には 850 人が必要
と提言しています。医学部の研究医の定員を増や
し、新たな解剖医育成制度を早急に構築すること
が必要であるとしております。このたびの山口大
学医学部の取り組みは、まさにこの制度に沿った
ものと考えていいのではないでしょうか。法医学
及び病理学の充実は、会員の皆様にとっても十分
にメリットがあると思っています。今回は 23 年
度の助成を了解してもらいましたが、24 年度以
降も助成が必要と思っています。
　5月 1日、岡山で平成 23 年度中国四国地区医
師臨床研修病院合同説明会がありました。91 臨
床研修病院がブースを設置、県からは 11 病院の
参加があり、訪問者は 72 名で、ほぼ前年度と同
じ数でありました。5月 8日に第 120 回山口県医
師会生涯研修セミナー・平成 23 年度第 1回日本
医師会生涯教育講座がありました。内容の詳細は、
後日会報に掲載予定です。なんと、受講者が医
師、薬剤師、糖尿病療養指導士等合計 200 名で
ありまして、最近にない多さでありました。5月
10 日においでませ！山口国体・山口大会募金推
進委員会第9回幹事会がありました。募金総額は、
441 百万円と目標の 400 百万円を達成し、また、
県医師会募金総額も 1,271 万円と、目標の 1,000
万円を達したとの報告がありました。目標額に達
したので、8月末をもって募金活動は終了とのこ
とでした。つづいて、お金、お金で申し訳ござい
ませんが、東日本大震災義援金についてです。別
に目標額は設定いたしておりませんが、5月 10
日現在で 86,099,653 円と、多額の義援金が集ま
りました。日本赤十字社に 82,604,849 円、日本
医師会に 3,494,804 円を送金いたしました。
　今までの山口県医師会 JMAT の活動状況をお知
らせしますと、3月 24日より 4月 24日までに 3
チーム、計 5回（延べ 20 名）の出動がなされて
います。その活動状況、反省点、今後の課題等は、
県医師会報に掲載予定となっています。

副会長

小

田

悦

郎
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私は平成 11 年 12 月から萩市民病院開院に向

け、旧萩市立病院へ赴任いたしました。萩市民病

院は大正時代から続いた結核中心の療養型病院を

新築・移転し、115 床の急性期一般病院として、

平成 12 年 4月に開院しました。標榜科は内科・

神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・小児

科・外科・整形外科・放射線科で、平成 23 年 4

月現在、常勤医師 16名、非常勤医師 18名となっ

ております。

　当院の特徴は、開院と同時に診療情報と画像情

報を電子化したことです。外科に関しましては、

手術室を含め平成 23 年 2 月にフィルムレス化が

完了し、平成 21年 11 月に導入したMSCT の画像

も効率よく参照可能となっております。外科スタッ

フは医師 3名に手術・中央材料室のスタッフ 8名

を加えた総勢 11名の所帯です。手術は当院の母教

室が山口大学第一外科である関係上、消化器、循

環器、呼吸器、小児の外科疾患を担当しています。

麻酔に関しましては、山口大学麻酔科から週 2回

の応援を得ており、高リスク症例に対して安心し

て手術が行える環境を整えています。

　当院の外科医師は手術のみならず、院内褥創、

NST などチーム医療の一員としての役割をにな

い、また、がん診療推進委員会等の委員会活動を

行っています。外科カンファレンスは、第一月

曜日の午前 8時からの手術室合同会議、毎週水

曜日午前 8時から消化器内科・放射線科との合

同カンファレンス、さらには毎週金曜日の午前 8

時から手術室・病棟看護師・各コメディカル・医

事係・診療情報管理士を交えた術前・術後のカン

ファレンスが開催され、個々の症例について検討

を加えています。このような情報をもとに手術室

看護師の患者訪問が行われており、チームとして

安全に手術が行われるような取り組みを継続して

います。さらに年数回、手術にかかわるすべての

スタッフが参加する懇親会を開催して、スタッフ

同士のコミュニケーションを図っています。決し

て楽な職場ではありませんが、明るい雰囲気の中、

全員がお互いを助け合って日々の業務をこなして

います。

　一昨年より 5カ年計画で、萩医療圏に地域医療

再生計画推進事業の予算が県を通じて下りてきて

います。現在、休日夜間診療所の建設、医療従事

者の確保対策、医療機能再編、住民啓蒙の 4つの

柱を建て、それぞれの問題を真剣に議論している

最中です。私は郡市医師会の地域医療理事を担当

していますが、地域の医療崩壊が進んでいく中で

打つ手が少なく、日々悶々としながら診療活動を

行っています。地域住民の方は医療機能が充実し

ていく時には当然のことのように受け止められて

いますが、地域崩壊にともなう医療崩壊に直面さ

れる時、その現実を医療の現場にもってこられる

傾向にあり、現場の医療スタッフはただでさえ業

務が増加している中で、診療以外の問題について

の対応をせまられています。この点につきまして

も、萩地域医療再生計画推進協議会の住民啓蒙部

会で討議されている最中ですが、対応は遅々とし

て進んでいないのが現状です。今後は行政サイド

にも深くかかわっていただき、社会的な問題とし

ての対応をお願い申し上げたいと思っています。

　当院は開院して足かけ 12年になりますが、平

成 22年度に初めて経常収支が均衡しました。総

務省の設定した期限より 1年前倒しで単年度黒

字化が達成できたのは、7対１看護体制下の急性

期看護補助体制加算の算定開始、DPC 移行後約

２年経過し、出来高との差益が存在したこと等も

ありますが、医師をはじめ職員皆様の日々のハー

ドな業務の継続の賜物と思っております。今後も、

山陰の小規模公的病院の１スタッフとして地域住

民の健康を支えることを心に置き、過ごしていき

たいと考えております。

萩市医師会　中村　丘

開院後 11年が経過して






